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「名古屋市での体制整備の実践」

令和3年5月28日（金）
市町村セミナー



１ 名古屋市の概要

16区 261小学校区

人口 2,328,138人

高齢化率 25.1%【以上令和2年10月1日現在】

要介護認定率 19.8% 【←令和2年9月末現在】

地域包括C（いきいき）45か所（分室含む）

愛護手帳 18,386人

精神障害者保健福祉手帳 27,612人

【↑令和2年3月末現在】

障害者基幹相談支援C 23か所（ｻﾃﾗｲﾄ含む）
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権利擁護支援の
専門性を活かし
た相談支援

①相談機能

関係機関や専門
職との連携、協
働による対応

②連携機能

法人後見
センター
（※社協独
自事業）

成年後見

虐 待

日常生活自立支援事業

障害者
差別相談
センター

障害者差別

各センターの連携による一体的な支援

権利擁護に関する委託事業等の関連
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２ 名古屋市の成年後見に関する取り組み

（１）これまでの歩み

・平成20年11月 名古屋市社協第三者後見研究会報告書を作成

・平成22年6月 名古屋市がセンターの受託法人募集→社協応募・選定

・平成22年10月 名古屋市成年後見あんしんセンター開設

・平成22年11月 第1期市民後見人候補者養成研修開催

（平成22、23、24、26、27、29、30年度計7回開催、修了者186名）

・平成23年12月 市民後見人（個人受任）第1号誕生

（令和3年3月末現在：59事案受任、バンク登録者107名）

・平成25年7月 名古屋市社協が法人後見センター開設【社協自主事業】

（令和3年3月末現在：76事案受任）

・令和2年3月 名古屋市成年後見制度利用促進計画を策定

中核機関受託法人募集→社協応募・選定

・令和2年7月 中核機関を委託（成年後見あんしんセンター機能強化）

・令和2年11月 権利擁護支援協議会を設置 4



（２）名古屋市成年後見制度利用促進計画

① 計画期間

令和2(2020)年度～令和6(2024)年度の５か年

②取り組みの方策

・権利擁護支援の地域連携ネットワークの

仕組みづくり

・中核機関の設置

・協議会の設置
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＜今後の成年後見制度利用促進に向けた課題＞
１ 成年後見制度の正しい理解の促進
２ 制度利用に係る専門的支援の充実
３ 身上保護を重視した支援の仕組みづくり



（３）地域連携ネットワークのイメージ

【 中 核 機 関 】
専門職団体の協力や、協議会の意見を聴きながら、以下の取り組みを実施

①広報・啓発 ②相談受付･アセスメント･支援方針の検討
③成年後見制度の利用促進 ④後見等への支援

協議会

権利擁護支援の課題について対応できるよう、
専門的支援を実施

チーム会議

チーム会議において支援方針等を検討・決定し、
各職種が連携を図りながら、本人を支援

サービス調整会議
地域ケア会議

（個別ケース検討会議）

障害者自立支援連絡協議会
（相談部会等）

虐待防止ネットワーク支
援会議

など
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３ 名古屋市成年後見あんしんセンター（中核機関）の事業内容

① 成年後見制度に関する専門相談・申立支援

② 成年後見制度に関する広報・啓発

③ 市民後見人候補者養成研修事業

④ 市民後見人候補者バンクの設置・運営

⑤ 市民後見人の受任調整

⑥ 市民後見人の後見活動への支援及び監督

⑦ 市長申立事務

⑧ 成年後見制度に関わる機関・団体との連携

⑨ 法人後見支援事業

⑩ 親族後見人等の活動支援・相談対応

⑪ 後見人等候補者の受任調整

⑫ 協議会の運営

※市民後見人の
取り組みに
変更なし

※令和2年7月から
新たに位置づけ



センター事業実績 ※コロナ禍で減少傾向にあります

委託事業内容 令和２年度実績

①成年後見制度に関する
専門相談・申立支援

・専門相談（弁護士・司法書士：予約制）23件
・一般相談（職員：随時）1,844件 ※前年比1割増

本人7.9%、親族36.0%、福祉・医療関係者22.9%、行政16.1%

②成年後見制度に関する
広報・啓発

・パンフレット、チラシの作成・配布
・ホームページの運営
・出前講座に職員派遣 33件3,231名対象 ※コロナ禍で前年比半減

③市民後見人候補者養成
研修

・第８期開催予定もコロナ禍で中止
・バンク登録者107名（令和3年3月末現在）

④市民後見人候補者バン
クの設置・運営
⑤受任調整
⑥支援・監督

・フォローアップ研修・受任者研修各4回・受任者サロン2回※コロナ禍で減

・市民後見人NEWSの発行 3回
・新規受任調整5件・リレー調整2件 計7名の市民後見人誕生、累計59件

⑧市長申立事務
・市長申立事務依頼件数 92件
（事案の把握、親族意向確認、候補者の調整、申立書の作成）

⑨法人後見の支援
・法人後見団体交流会 1回（7法人参加）
・法人後見団体研修 3回（オンライン開催）

⑩親族後見人等活動支援 ・親族向け制度説明会 2回 ・親族後見人のための相談会 1回

⑫協議会の運営 ・協議会 2回 ・部会 2回 ・ニュース発行 2号 8



４ 名古屋市成年後見制度利用支援事業

（１）市長申立

①申立実績（類型別、対象者別）（令和元年度）

後見（高齢65件、知的6件、精神4件）

保佐（高齢 5件、知的1件、精神4件）

補助（高齢 0件、知的0件、精神0件）

②選任された後見人等の職種（令和元年度）

弁護士38件、司法書士0件、社会福祉士37件

市民後見人2件、法人後見7件、その他1件

③戸籍調査等の市長申立事務の委託

平成29年度より愛知県行政書士会へ委託

委託内容：戸籍調査・親族関係図、親族一覧の作成
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４ 名古屋市成年後見制度利用支援事業

（２）申立費用・報酬助成

①目的 一定の要件に該当する低所得者の者に対して、審判請求費

用や後見業務等の報酬を助成することにより、成年後見制

度の利用を支援する

②助成対象 ・市長申立（平成18年度より）

・本人親族申立に拡充（平成22年10月より）

③助成対象経費 審判請求に要した費用・後見人等及び後見監督

人等の報酬
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４ 名古屋市成年後見制度利用支援事業

④助成要件 以下のいずれかに該当する方

ア 生活保護法による保護を受けている者

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による支援給付を受けている者

ウ 後見人等の報酬に係る費用の全部又は一部について助成を

受けなければ、後見人等の制度の利用が困難であると市長

が認める者

⑤助成金額 申立費用 助成に要した費用（上限なし）

報酬 上限月額28,000円

⑥助成実績 申立費用 本人親族申立 1件

報酬 高齢者140件 障害者122件
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・成年後見制度（法定・任意後見）の啓発
・対象・テーマ別の勉強会
・市民後見人を含めた支え手の育成

・権利擁護支援の研修
・成年後見制度（法定・任意）の活用研修
・意思決定支援ガイドラインに基づく研修

①広報・啓発

市
民

支
援
者

・センター職員による一般相談（市民・支援者）
・弁護士・司法書士による専門相談

・地域の相談支援機関バックアップ支援
（アドバイス、連携支援）

②総合相談・支援

支援者の相談
支援力向上

・区チーム会議への出席（市長申立、支援困難ケースなど）
【権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断】

区チーム会議等
バックアップ支援

・市長申立事案のほか、相談に応じた後見人等
候補者の調整

・後見人等候補者の受任調整の
仕組みづくり（後見人等候補者
調整委員会の開催）

・市民後見人の養成等
・法人後見支援
・専門職団体との連携促進

③受任調整等（マッチング支援）

・親族後見人のための相談会及び個別相談
（親族のための説明会・申立支援からの流れの確立）

・市民後見人への支援・監督
（監督人への就任、フォローアップ研修・サロンの開催）

④（親族）後見人等の活動支援

市民後見人
養成・支援・監督

後見だけじゃない
総合相談の視点
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・中核機関の取り組み協議
・地域課題の支援策検討

協議会の運営

５ 名古屋市成年後見あんしんセンターの役割



地域連携ネットワークの権利擁護支援「区チーム会議」

区チーム会議
（ケース会議、地域ケア会議、支援困難
ケース検討会など）

・権利擁護に課題を抱え、地域の相談支援
機関、ケアマネジャー等だけでは解決が難
しい場合
・市長申立の検討が必要な場合

○区役所、保健センターなど地域の相談支
援機関が本会議を開催する。
○成年後見制度の利用だけでなく、権利擁
護支援に関するアセスメントと情報共有を
踏まえて支援内容を検討し、役割分担を
行う場とする。

本人
（親族）

ケアマネジャー
相談支援専門員

区役所福祉課等
保健センター

地域の相談支援機関

いきいき支援Ｃ
基幹相談支援Ｃ

ヘルパー等
介護・福祉

サービス事業所

医師
病院ＭＳＷ

民生委員 成年後見あんしんＣ

必要に応じて

専任アドバイザー

※区役所・保健センターの要請に基
づき、弁護士、社会福祉士、福祉
関係者等専門家の出席を依頼

※成年後見制度の利用の場合
・申立人は誰か（誰が支援するか）
・診断書作成のための情報共有
・代理権等の内容
・後見人は誰が相応しいか
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中核機関による「後見人等候補者調整」の流れ

主に本人・親族申立相談
○相談を通じて、本人情報の整
理、権利擁護の必要性の確認
→後見申立の必要性

主に市長申立、支援困難な事案 区チーム会議：随時開催
○検討メンバー：本人、親族、区行政、いきいきC、基幹C、ケアマネなど本人
の支援者、あんしんC、必要に応じて専門職派遣
○検討内容：本人情報の整理、権利擁護を含めた支援策の検討
→区行政：市長申立の可否を判断

○市民後見人→→ 市民後見人候補者バンク登録者より推薦（センターが調整する）
●法人後見 →→ 市内の法人後見実施団体を把握し、調整委員会等にて候補者推薦する法人を決定し依頼
●専門職後見→→ 本人・申立人の希望、受任調整委員会の結果等を踏まえて、専門職団体に候補者推薦を依頼

後見人等候補者の推薦

調整委員会：月１回（市民後見人サポート委員会を兼ねる）※事務局：あんしんC、市
○検討メンバー：学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、福祉専門職
○検討内容：支援策の再検討、後見人等の業務の確認
候補者の選定（複数後見、市民後見人、法人後見、専門職であればどの専門職が妥当か）

後見人等候補者調整

申 立

調整困難
事案以外

親族が候補者
特定候補者が決定済

調整困難事案：センターでは候補者の選定が困難、専門職による助言が必
要、申立前に候補者と関係機関の連携が必要 など

本人・申立人の
理解を得た調整

一般相談・専門相談 区チーム会議の開催

申 立

第三者後見
人を希望して
いる場合、妥
当性を検討し
推薦依頼

●専門職後見●法人後見…あんしんCによる推薦依頼
本人・申立人の了解を得て、一般相談・区チーム会議等で
得た情報・後見人に期待される業務を整理して推薦依頼。
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中核機関による「親族後見人支援」の取り組み

【対象者】・申立てを検討している本人・親族
・その他成年後見制度の利用に関する相談支援を行う支援者（いきいき・基幹C等）

【内 容】・成年後見制度の説明（制度概要説明、家裁DVD視聴、申立書の配布）
・個別相談（希望者のみ）

【開催時期】主に隔月開催

１．親族向け成年後見制度説明会（対象：親族）

２．親族後見人のための相談会（対象：親族後見人）

【対象者】・親族後見人
【内 容】・親族後見人同士の情報交換の場

・個別相談（希望者のみ）
【開催時期】主に隔月開催

親族後見人自身が成年後見あんしんセンターにアクセスする機会を作ることが目的

※その他、個別申立相談、受任中の個別相談、必要に応じてチーム会議の参加については
随時行うものとする。
※周知については、家庭裁判所をはじめ、専門職、関係機関の協力を得て行うものとする。
※事業を通じて、親族後見人が求める支援内容を確認する。
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地域連携ネットワーク「協議会」の位置づけ

ケース毎の
「チーム会議」

※権利擁護支援協議会＝構成団体間の連携強化を
図るとともに、中核機関の取り組み等に対する協議や、
地域の「チーム」への支援等を通じて把握した地域課題
の情報共有や支援策の検討等を行う。

【事務局：中核機関】
成年後見あんしんセンター

権利擁護支援「協議会」
中核機関が把握した権利擁護支援に関する
課題の情報共有や必要な支援策の検討

地域課題
の把握

法律・福祉等の
専門職

相談支援機関

法人後見
実施団体

医療・福祉
関係者

家族会

家庭裁判所

名古屋市

成年後見制度利用促進
に関する懇談会

計画の進行管理・評価、次期計画策定

※チーム会議＝主に区単位で行う本人＋
支援者による会議。既存の地域ケア会議、
サービス調整会議、自立支援連絡協議会、
虐待防止ネットワーク支援会議などがこれ
にあたる。

権利擁護支援の課題について
対応できるよう専門的支援

協議会部会①
「後見人等候補者調整」

協議会部会②
「身元保証機能」

部会（プロジェクトチーム）
の設置

部会報告・提言

※協議会部会（プロジェクトチーム）＝検討するテーマ毎に部会
（プロジェクトチーム）を設置し、3～5回の頻度で会合を行い、
テーマについて協議し、協議結果を協議会に報告・提言する。
部会メンバーは、テーマに応じて選出し、協議を促進するため少
人数（5,6名程度）とする（必要に応じてオブザーバー参加も可
能）。事務局は中核機関が担う。



（１）名古屋市の市民後見人活動の特徴

・成年後見あんしんセンターで養成されたバンク登録者が個人受任している。

・主に市長申立ての後見類型の事案を受任している（親族申立て2件実績あり）。

（市長申立て事案で市民後見人の受任が適した事案は、1割弱程度、年々減少傾向）

・名古屋市社協がすべての事案で、成年後見監督人に就任している。

・市民後見人・監督人ともに、報酬付与の申立てはしていない（無報酬）

・市民後見人の必要な交通費・通信費等実費は、被後見人に請求している。

・市民後見人の被後見人面会は、週１回を原則としている。

（コロナ禍においては、強みである寄り添い＝本人面会ができない状況が続いている）

本会では市民後見人を、「親族以外の第三者の成年後見人等とし

て家庭裁判所から選任された市民（個人）」をさすものとしています。
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６ 名古屋市の市民後見人活動



時間

市
民
後
見
人
候
補
者
の
専
門
性 基礎

講習

実務
講習オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

ヒア
リング
研修

第１選考

最終選考

基礎の定着
体験の蓄積

理念・制度の
基礎を理解

実務の学習・
体験の蓄積

第２選考

専門性の向上
フォローアップ

バ
ン
ク
登
録

養成段階 登録段階

フォロー
アップ
研修

市民
相談
対応

市
民
後
見
人
活
動

4日間
20時間

5日間
25時間

2日間
5時間

10時間
以上

随時

年4回

生活援助員・
法人後見支援
員活動等

（２）市民後見人候補者養成の流れ ※第８期養成研修から
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（１）市民後見人候補者養成研修を修了。

（２）名古屋市障害者・高齢者権利擁護センター（日自事業）の

生活援助員または、法人後見センターの法人後見支援員の活動を

一定時間実施することができる。

（３）熱意と基礎的な知識を有し、活動を安定的・継続的に実行できる

健康状態や生活状況にある。

（４）バンク登録者に対して実施する定期的な研修等に参加できる。

（５）親族以外の任意後見契約受任者や任意後見人になっていない。

（６）親族以外の後見人等になっていない。

（７）登録時に概ね７０歳以下である。

（８）民法８４７条に定める後見人等の欠格事項に該当しない。

（３）市民後見人候補者バンク登録基準

19 19
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（４）市民後見人候補者バンク登録者の状況

① 年度別登録者数（人）

※令和2年度開催予定であった第8期養成研修は、コロナ禍で中止となった

② 年代別登録者数（人） （歳）

20

男性

女性

合計

第6期
(H29)

10

16

26

第３期
(H24)

6

6

12

第１期
(H22)

6

8

14

第２期
(H23)

3

8

11

合計

39

68

107

第４期
(H26)

5

12

17

第７期
(H30)

2

11

13

第5期
(H27)

7

7

14

男性

女性

合計

50代

5

1 6 15 68

39

合計70代

201220

40代30代 60代

1 8 20 40 38 107

28 18

平均年齢

男性

合計 64.0

62.5女性

66.5



本人状況 視 点

資産状況 高額な財産は所有せず、また多額の債務もないもの

居住状況 安定的な居住（在宅・施設）が確保されているもの

生活状況 身上監護上、困難性がなく、見守りが必要や中心なもの

親族状況 親族がいる場合には、親族間の紛争等がないもの

支援体制
ケアマネジャー等、本人を支援するキーパーソンがおり、主体的
な関わりがあるもの

（５）市民後見人の受任事案

・主に市長申立て事案の中から、下記の基準により、市民後見人が受任することに

適した事案を受任している。→市民後見人サポート委員会にて審査
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（６）市民後見人の受任状況

○受任件数 59名（市長申立55名・親族申立2名・法人からリレー受任2名、後見類型）

令和3年3月末現在

被後見人の状況 認知症 知的障がい 精神障がい
計

受任年度 男 女 男 女 男 女

H23 0 2 0 0 0 0 2

H24 2 3 1 0 0 0 6

H25 2 2 4 2 0 0 10

H26 3 7 1 3 0 0 14

H27 0 3 0 0 0 0 3

H28 5 0 1 2 0 0 8

H29 0 2 0 1 0 0 3

H30 2 1 1 0 0 1 5

H31,R1 2 1 0 0 0 0 3

R2 1 4 0 0 0 0 5

計
17 25 8 8 0 1 59

（内26名
終了）42（内22名終了） 16（内4名終了） 1
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●きめ細かい監督体制
・定期的な（月1回報告、3か月1回通帳現物確認）報告体制により、活動内容をチェック
・日常の金銭管理や支援経過等、独自の様式により記録の重視を徹底

● 後見監督人へ就任
・ 重要行為への同意 ・ 財産目録作成の立ち会い
・ 急迫時の後見活動代理 ・ 管理計算の立ち会い 等

●センター職員・専門職
による相談体制

●２４時間支援体制●マニュアルの作成

●貸金庫提供

●フォローアップ研修・
受任者研修・受任者サロン

●関係機関との実務的
な連携支援 ●保険加入

●市民・関係機関の啓発

（７）成年後見あんしんセンター・専門職等による支援体制

23

市民後見人

実務的な支援（環境づくり） 監督人としての支援

●養成講座の開催・選考

養 成 学習・交流



市民後見人サポート委員会

支援者ネットワーク

市民後見人 被後見人相談・助言

支援・監督

養成：市民後見人候補者養成研修、フォローアップ研修の開催
支援：市民後見人の相談（24時間体制）、貸金庫提供、保険加入など

監督：定期的な財産管理チェックや重要行為の同意など

本人を支えるネットワークと市民後見人のバックアップ体制
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市民後見＋名古屋市社協の法人監督
（名古屋市社協・成年後見あんしんセンター）

名古屋市の市民後見の特徴

〇市民後見人が後見人に選任される全ての案件において
市社協が監督人に選任
〇バンク登録後、法人後見支援員として一定時間活動
（市民後見人の研修的位置づけ）
〇市長申立事案が多く、現状は全て後見類型
（親族申立事案2件あり、親族後見人からのリレー検討）

⇒実績（R3.3月末）：バンク登録者107名、のべ選任件数
59件（終了26件、継続33件）
★市社協法人後見から市民後見人へリレーする例もある
（2件）

名古屋市社会福祉協議会
（成年後見あんしんセンター）

市民後見人

監督人

センター職員 専門職

令和2年度成年後見制度利用促進体制整備研修資料より修正

25

相談・報告 支援・監督

〇後見監督人への就任（重要行為への同意、財産目録作成の立

会、急迫時の後見活動代理等）

〇きめ細かい監督体制（月１回報告、３か月に１回通帳現物確

認）、日常的な金銭管理や支援の経過等を独自の様式で記録

〇センター職員・専門職による相談・支援体制、24時間相談・

支援体制、マニュアル作成、フォローアップ研修、サポート相

談、関係機関との連携時における調整等の実務的な支援など

＜参考＞



名古屋市社協の法人後見（市民後見人バンク登録者の協力）
（名古屋市社協・法人後見センター）

名古屋市の法人後見の特徴

〇市社協が法人として後見人を受任
〇養成研修を修了した市民後見人候補者バンク登録者が
法人後見支援員（研修の位置づけ）として本人面会等を
担当
〇受任依頼に基づき、社協が受任する必要性が高いと思
われる事案を受任

⇒実績（R3.3月末）：受任選任件数76件（終了26件、継
続50件）
★市社協法人後見から市民後見人へリレーする例もある
（2件）

名古屋市社会福祉協議会
（法人後見センター）

法人後見支援員
（市民後見人バンク登録者）

センター職員

26

指示報告

主に本人面会を担当

(事案によって異なる)

令和2年度成年後見制度利用促進体制整備研修資料より修正

＜法人後見支援員の役割＞

〇主に本人の面会（月１～２回程度）本人との面会を通じて得た

情報をセンター担当者と共有、生活費のお届け、郵便物の確認な

ど

〇定期的な報告（月１回報告、３か月に１回通帳現物確認）セン

ター担当者に報告

〇必要に応じてケース会議に出席

＜参考＞
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名古屋市成年後見あんしんセンターホームページで公開

→http://nagoya-seinenkouken.jp/news/archives/1801

コロナ禍の応援メッセージ ～市民後見人の声を集めました！～
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各種事業案内、パンフレットなども掲載しています。

ホームページをご覧ください。


